
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
  

  
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

資
料

 
１

－
１

－
（1

) 

（
危

機
管

理
防

災
課

）
 

  
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
  

  
 神

奈
川

県
防

災
会

議
 

  
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
  

  
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 

１
 

設
置

の
根

拠
 

 
 

災
害

対
策

基
本

法
第

1
4条

 

 ２
 

所
掌

事
務

 

 
(1

)
 地

域
防

災
計

画
の

作
成

と
そ

の
実

施
の

推
進

 

 
 (

2
)
 
地

域
に

係
る

防
災

に
関

す
る

重
要

事
項

の
審

議
（

知
事

の
諮

問
に

応
じ

て
）

 

 
 (

3
)
 
(2

)
に

規
定

す
る

重
要

事
項

に
関

す
る

知
事

へ
の

意
見

 

 
 (

4
)
 
災

害
応

急
対

策
及

び
災

害
復

旧
に

係
る

市
町

村
及

び
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
 

 
 (

5
)
 
そ

の
他

、
法

に
基

づ
く

権
限

に
関

す
る

事
務

 

 ３
 

組
織

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
知

事
）

 

       
  

  
 
委

 
 

 
 

 
 

指
 

陸
 

県
 

県
 

知
 

市
 

消
 

指
 

指
 

自
 

 
 

  
 関

 
 
  

  
  

  
  

  
委

 

 
  

 
員

 
  

  
  

 
 
 定

  
上

  
教

 
 警

 
事

  
町

 
 防

  
定

  
定

  
主

 
 
  

  
  

係
  

 
 
  

 
  

 
  

員
 

 
  

 
の

 
  

  
  

 
 

 
地

  
自

 
育

 
察

 
部

  
村

 
 機

  
公

  
地

  
防

 
  

  
  

  
地

  
 
  

  
  

  
  

 
又

 

 
  

 
属

  
 

  
 
  

 
 方

  
衛

  
委

 
本

  
内

  
長

 
 関

  
共

  
方

  
災

  
  

  
  

方
  

 
  

  
  

  
  

 
は

 

 
  

 
す

 
  

 
 

 
  

 
 行

  
隊

  
員

 
部

  
の

  
の

 
 の

  
機

  
公

  
組

 
  

 
  

  
行

  
 
  

  
 
 

  
  

 
専

 

 
  

 
る

 
  

  
 

 
  

 政
  

東
  

会
 

長
  

職
  

代
 
 長

  
関

  
共

  
織

 
  

  
 
  

政
  

 
  

  
 
  

 
  

 
門

 

 
  

 
機

 
  

  
  

 
 

 機
  

部
  

教
 

 
  

員
  

表
 
 の

  
の

  
機

  
を

 
  

  
  

  
機

  
 

 
  

 
  

  
  

 
委

 

 
  

 
関

 
  

  
  

 
 

 
関

  
方

  
育

 
 

  
  

  
 
  

 代
  

役
  

関
  

構
 

 
  

  
  

関
  

 
 

  
 
  

  
  

 
員

 

 
  

 
の

  
  

  
  

 
 の

  
面

  
長

 
 

  
  

  
 
  

 表
  

員
  

の
  

成
 
  

  
 
  

の
  

 
  

  
  

  
  

 
の

 

 
  

 
職

 
  

 
  

 
 

 
 長

  
混

  
  

 
  

  
  

  
 
  

  
  

 
 
  

 役
  

す
 
  

  
 
  

職
  

 
  

  
 
 

  
  

 
う

 

 
  

 
員

 
  

  
 

 
  

 
  

 
  

成
 

  
 
  

  
  

  
 
  

  
  

 
 
  

 員
  

る
 
  

 
  

  
員

  
 
  

  
 
  

 
  

 
ち

 

 
  

 
  

 
  

  
 

 
  

 
 

 
  

団
  

  
  

  
  

  
 
  

  
  

 
 
  

  
 
  

者
 
  

  
  

  
等

  
 
  

  
 
  

  
  

か
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

又
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

指
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

識
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

験
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
  

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
 

会
 

 
 

長
 

幹
 

 
 

事
 

委
 

 
 

 
 

 
員

 
専

門
委

員
 

部
 

会
 

員
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
  

  
  

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
資

料
 

１
－

１
－

(2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（危

機
管

理
防

災
課

）  

 

神
奈

川
県

防
災

会
議

条
例

 
昭

和
37

年
1
0
月

５
日

 

条
例

第
4

0
号

 

 

改
正

 昭
和

38
年

７
月

12
日

条
例

第
3
4号

 

昭
和

44
年

３
月

31
日

条
例

第
19

号
 

平
成

11
年

1
2月

24
日

条
例

第
50

号
 

平
成

24
年

1
0月

23
日

条
例

第
49

号
 

 神
奈

川
県

防
災

会
議

条
例

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
 

 神
奈

川
県

防
災

会
議

条
例

 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

災
害

対
策

基
本

法
（

昭
和

36
年

法
律

第
22

3号
）

第
15

条
第

８
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

神
奈

川
県

防
災

会
議

（
以

下
「

防
災

会
議

」
と

い
う

。
）

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
委

員
）

 

第
２

条
 

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

委
員

の
定

数
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
数

と
す

る
。

 

  
(
1
) 

知
事

の
部

内
の

職
員

の
う

ち
か

ら
指

名
さ

れ
る

委
員

 
 

 
  

 
 
  

 
 
  

8
人

 

 
(
2)

 市
町

村
長

及
び

消
防

機
関

の
長

の
う

ち
か

ら
任

命
さ

れ
る

委
員

 
 

 
 

 4
人

 

 
(
3)

 指
定

公
共

機
関

又
は

指
定

地
方

公
共

機
関

の
役

員
又

は
職

員
の

う
ち

 

  
  

か
ら

任
命

さ
れ

る
委

員
  

 
 
  

 
  

  
 
  

  
  

  
 
  

 
  

  
  

 
 

 
 

1
6人

 

  
(
4)

 自
主

防
災

組
織

を
構

成
す

る
者

又
は

学
識

経
験

の
あ

る
者

の
う

ち
か

 

 
 

ら
任

命
さ

れ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
8人

 

２
 

前
項

第
２

号
か

ら
第

４
号

ま
で

に
掲

げ
る

委
員

の
任

期
は

、
２

年
と

す
る

。
 

 
た

だ
し

、
委

員
が

欠
け

た
場

合
に

お
け

る
補

欠
委

員
の

任
期

は
、

前
任

者
の

残
任

期
間

と
す

る
。

 

３
 

前
項

の
委

員
は

、
再

任
さ

れ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
専

門
委

員
）

 

第
３

条
 

専
門

委
員

は
、

当
該

専
門

の
事

項
に

関
す

る
調

査
が

終
了

し
た

と
き

は
、

解
任

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
幹

事
）

 

第
４

条
 

防
災

会
議

に
幹

事
若

干
名

を
置

く
。

 

２
 

幹
事

は
、

委
員

の
属

す
る

機
関

の
職

員
の

う
ち

か
ら

知
事

が
任

命
す

る
。

 

３
 

幹
事

は
、

防
災

会
議

の
所

掌
事

務
に

つ
い

て
、

委
員

及
び

専
門

委
員

を
補

佐
す

る
。

 

 （
部

会
）

 

第
５

条
 

防
災

会
議

は
、

部
会

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

部
会

に
属

す
べ

き
委

員
及

び
専

門
委

員
は

、
会

長
が

指
名

す
る

。
 

３
 

部
会

に
部

会
長

を
置

き
、

会
長

の
指

名
す

る
委

員
が

こ
れ

に
当

る
。

 

４
 

部
会

長
は

、
部

会
の

事
務

を
掌

理
す

る
。

 

５
 

部
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
は

、
部

会
に

属
す

る
委

員
の

う
ち

か
ら

部
会

長
が

あ
ら

か
じ

め
指

名
す

る
者

が
そ

の
職

務
を

代
理

す
る

。
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 （
会

長
の

委
任

）
 

第
６

条
 

前
各

条
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
防

災
会

議
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
防

災
会

議
に

は
か

っ
て

定
め

る
。

 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

（
昭

和
38

年
７

月
1
2日

条
例

第
34

号
）

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

（
昭

和
44

年
３

月
3
1日

条
例

第
19

号
）

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

（
平

成
11

年
12

月
2
4日

条
例

第
50

号
）

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

（
平

成
24

年
10

月
2
3日

条
例

第
49

号
）

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 

資
料

 
１

－
１

－
(3

) 

（危
機

管
理

防
災

課
） 

   
 
 
 
  

  
 
 
 
  

  
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
神

奈
川

県
防

災
会

議
運

営
要

綱
 

   
 
 
 
  

  
 
 
 
  

  
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

  
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

（
目

 
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

神
奈

川
県

防
災

会
議

条
例

（
昭

和
37

年
神

奈
川

県
条

例
第

40
号

）
第

６
条

の
規

定

に
基

づ
き

、
神

奈
川

県
防

災
会

議
（

以
下

「
会

議
」

と
い

う
。

）
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

。
 

 （
会

 
議

）
 

第
２

条
 

会
議

は
、

会
長

が
招

集
し

、
議

長
と

な
る

。
 

２
 

会
議

は
、

委
員

の
半

数
以

上
の

出
席

が
な

け
れ

ば
開

く
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

３
 

会
議

の
議

事
は

、
出

席
委

員
の

過
半

数
で

決
し

、
可

否
同

数
の

と
き

は
、

議
長

の
決

す
る

と
こ

ろ
に

よ

る
。

 

 （
代

理
出

席
）

 

第
３

条
 

委
員

は
、

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
会

議
に

出
席

で
き

な
い

と
き

は
、

代
理

者
を

出
席

さ
せ

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

代
理

者
は

、
委

員
と

同
一

の
機

関
に

属
す

る
者

で
委

員
が

指
名

す
る

者
と

す
る

。
 

３
 

代
理

者
が

会
議

に
出

席
し

た
場

合
は

、
当

該
代

理
者

を
委

員
と

み
な

す
。

 

 （
専

決
処

分
）

 

第
４

条
 

第
２

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
緊

急
を

要
し

、
会

議
を

招
集

す
る

い
と

ま
が

な
い

と
認

め
る

と

き
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
会

議
を

招
集

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
会

長
は

会
議

が
処

理
す

べ
き

事
項

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

は
専

決
処

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
(1

)
 市

町
村

地
域

防
災

計
画

の
修

正
に

つ
い

て
の

意
見

に
関

す
る

事
項

 

 
(2

)
 そ

の
他

軽
易

な
事

項
 

２
 

会
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

専
決

処
分

を
し

た
と

き
は

、
次

の
会

議
に

そ
の

旨
報

告
す

る
も

の
と

す

る
。

 

 （
部

 
会

）
 

第
５

条
 

部
会

は
、

部
会

長
が

招
集

し
、

議
長

と
な

る
。

 

 
部

会
の

議
事

は
、

出
席

議
員

の
過

半
数

で
決

し
、

可
否

同
数

の
と

き
は

、
議

長
の

決
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 （
庶

 
務

）
 

第
６

条
 

会
議

の
庶

務
は

、
神

奈
川

県
く

ら
し

安
全

防
災

局
防

災
部

危
機

管
理

防
災

課
が

処
理

す
る

。
 

 （
そ

の
他

）
 

第
７

条
 

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
は

、
そ

の
都

度
会

議
に

諮
っ

て
決

定
す

る
。

 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
８

年
４

月
2
2日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
1
1年

６
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
1
7
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
1
8年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
2
2年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
2
5年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
3
0年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
こ

の
要

綱
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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神
奈

川
県

防
災

会
議

委
員

名
簿

 
会

 
 

長
 

 
神

奈
川

県
知

事
 

 
黒

岩
 

祐
治

 

（
令

和
６

年
1
1

月
20

日
現

在
）

 

機
関

の
名

称
 

職
 

郵
便

番
号

 
所

在
地

 
電

話
番

号
 

関
東

管
区

警
察

局
 

局
長

 
33

0-
9
72

6 
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

2-
1 

さ
い

た
ま

新
都

心
合

同
庁

舎
2

号
館

 
04

8-
6
00

-6
00

0 

関
東

財
務

局
 

横
浜

財
務

事
務

所
 

所
長

 
23

1-
8
41

2 
横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
04

5-
2
26

-1
72

6 

関
東

信
越

厚
生

局
 

局
長

 
33

0-
9
71

3 
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1-
1 

さ
い

た
ま

新
都

心
合

同
庁

舎
1

号
館

 
04

8-
7
40

-0
70

5 

関
東

農
政

局
 

神
奈

川
県

拠
点

 
地

方
参

事
官

 
23

1-
0
00

3 
横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
04

5-
2
11

-0
58

4 

関
東

森
林

管
理

局
 

局
長

 
37

1-
8
50

8 
前

橋
市

岩
神

町
4-

16
-2

5 
02

7-
2
10

-1
15

0 
関

東
経

済
産

業
局

 
総

務
企

画
部

長
 

33
0-

9
71

5 
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1-
1 

さ
い

た
ま

新
都

心
合

同
庁

舎
1

号
館

 
04

8-
6
00

-0
21

1 

関
東

東
北

産
業

保
安

監
督

部
 

 
部

長
 

33
0-

9
71

5 
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1-
1 

さ
い

た
ま

新
都

心
合

同
庁

舎
1

号
館

 
04

8-
6
00

-0
43

4 

関
東

運
輸

局
 

局
長

 
23

1-
8
43

3 
横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
04

5-
2
11

-7
26

9 

国
土

地
理

院
関

東
地

方
測

量
部

 
部

長
 

10
2-

0
07

4 
東

京
都

千
代

田
区

九
段

南
1-

1-
1
5 

九
段

第
2

合
同

庁
舎

9
階

 
03

-5
2
13

-2
05

4 

東
京

空
港

事
務

所
 

東
京

国
際

空
港

長
 

14
4-

0
04

1 
東

京
都

大
田

区
羽

田
空

港
3-

3-
1 

03
-5

7
57

-3
02

0 

第
三

管
区

海
上

保
安

本
部

 
本

部
長

 
23

1-
8
81

8 
横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
04

5-
2
11

-1
68

6 

横
浜

地
方

気
象

台
 

台
長

 
23

1-
0
86

2 
横

浜
市

中
区

山
手

町
99

 
04

5-
6
21

-1
99

9 
関

東
総

合
通

信
局

 
局

長
 

10
2-

8
79

5 
東

京
都

千
代

田
区

九
段

南
1-

2-
1 

03
-6

2
38

-1
79

0 
神

奈
川

労
働

局
 

局
長

 
23

1-
8
43

4 
横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
04

5-
2
11

-7
35

0 

関
東

地
方

整
備

局
 

局
長

 
33

0-
9
72

4 
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

2-
1 

さ
い

た
ま

新
都

心
合

同
庁

舎
2

号
館

 
04

8-
6
00

-1
33

3 

関
東

地
方

環
境

事
務

所
 

所
長

 
33

0-
9
72

0 
さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1-
1 

さ
い

た
ま

新
都

心
合

同
庁

舎
１

号
館

 
6

階
 

04
8-

6
00

-0
51

6 

南
関

東
防

衛
局

 
局

長
 

23
1-

0
00

3 
横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
04

5-
2
11

-7
10

2 

陸
上

自
衛

隊
東

部
方

面
混

成
団

 
団

長
 

23
8-

0
31

7 
横

須
賀

市
御

幸
浜

1-
1 

04
6-

8
56

-1
29

1 
神

奈
川

県
教

育
委

員
会

 
教

育
長

 
23

1-
8
50

9 
横

浜
市

中
区

日
本

大
通

33
 

04
5-

2
10

-1
11

1 
神

奈
川

県
警

察
本

部
 

本
部

長
 

23
1-

8
40

3 
横

浜
市

中
区

海
岸

通
2-

4 
04

5-
2
11

-1
21

2 

神
奈

川
県

市
長

会
 

会
長

 
23

1-
0
02

3 
横

浜
市

中
区

山
下

町
75

番
地

 
神

奈
川

自
治

会
館

内
（

４
階

）
 

04
5-

6
64

-7
45

3 

神
奈

川
県

町
村

会
 

会
長

 
23

1-
0
02

3 
横

浜
市

中
区

山
下

町
75

番
地

 
神

奈
川

自
治

会
館

内
（

４
階

）
 

04
5-

6
64

-7
45

4 

神
奈

川
県

消
防

長
会

 
 

会
長

 
(川

崎
市

消
防

局
長

) 
21

0-
8
56

5 
川

崎
市

川
崎

区
南

町
20

-7
 

04
4-

2
23

-2
51

0 

（
公

財
）

神
奈

川
県

消
防

協
会

 
会

長
 

23
1-

0
02

3 
横

浜
市

中
区

山
下

町
1

番
地

 
シ

ル
ク

セ
ン

タ
ー

32
5Ｂ

号
室

 
04

5-
2
01

-1
42

1 

日
本

郵
便

㈱
神

奈
川

郵
便

局
 

局
長

 
22

1-
8
79

9 
横

浜
市

神
奈

川
区

新
浦

島
町

2-
1
-1

0 
04

5-
5
65

-
50

01
 

日
本

銀
行

横
浜

支
店

 
支

店
長

 
23

1-
8
71

0 
横

浜
市

中
区

日
本

大
通

20
-1

 
04

5-
6
61

-8
11

4 

資
料

 
１

－
１

－
(4

) 

（危
機

管
理

防
災

課
） 

 

機
関

の
名

称
 

職
 

郵
便

番
号

 
所

在
地

 
電

話
番

号
 

東
日

本
旅

客
鉄

道
㈱

横
浜

支
社

 
執

行
役

員
横

浜
支

社
長

 
22

0-
0
02

3 
横

浜
市

西
区

平
沼

1-
40

-2
6 

04
5
-3

20
-
25

3
8 

東
日

本
電

信
電

話
㈱

神
奈

川
事

業
部

 
神

奈
川

事
業

部
長

 
23

1-
0
02

3 
横

浜
市

中
区

山
下

町
19

8 
04

5
-2

12
-
89

4
5 

東
京

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
㈱

 
神

奈
川

総
支

社
 

副
総

支
社

長
 

23
1-

0
00

7 
横

浜
市

中
区

弁
天

通
1-

1 
04

5
-3

94
-
10

66
 

日
本

通
運

㈱
横

浜
支

店
 

支
店

長
 

23
1-

0
01

5 
横

浜
市

中
区

尾
上

町
5-

78
 

オ
ー

ク
関

内
ビ

ル
 

04
5
-2

12
-7

3
18

 

日
本

赤
十

字
社

神
奈

川
県

支
部

 
事

務
局

長
 

23
1-

8
53

6 
横

浜
市

中
区

山
下

町
70

-7
 

04
5
-6

81
-
21

9
2 

日
本

放
送

協
会

横
浜

放
送

局
 

局
長

 
23

1-
8
32

4 
横

浜
市

中
区

山
下

町
28

1 
04

5
-2

12
-
28

3
1 

中
日

本
高

速
道

路
㈱

東
京

支
社

 
支

社
長

 
10

5-
6
01

1 
東

京
都

港
区

虎
ノ

門
4-

3-
1 

03
-
57

76
-
56

5
5 

首
都

高
速

道
路

㈱
 

保
全

・
交

通
部

長
 1

0
0-

8
93

0 
東

京
都

千
代

田
区

霞
が

関
1-

4-
1 

03
-
35

39
-
95

2
8 

東
京

ガ
ス

㈱
神

奈
川

支
社

 
神

奈
川

支
社

長
 

22
0-

0
02

4 
横

浜
市

西
平

沼
5-

55
 

04
5
-3

13
-8

01
3 

京
浜

急
行

バ
ス

㈱
 

取
締

役
経

営
企

画
部

長
 

22
0-

0
01

1 
横

浜
市

西
区

高
島

1-
2-

8 
04

5
-2

64
-
68

8
0 

公
益

社
団

法
人

神
奈

川
県

医
師

会
 副

会
長

 
23

1-
0
03

7 
横

浜
市

中
区

富
士

見
町

3-
1 

04
5
-2

41
-
70

0
0 

㈱
ア

ー
ル

・
エ

フ
・

ラ
ジ

オ
日

本
 常

務
取

締
役

総
務

局
長

補
佐

 
23

1-
8
61

1 
横

浜
市

中
区

長
者

町
5-

85
 

04
5
-2

31
-
15

3
1 

㈱
神

奈
川

新
聞

社
 

総
務

局
長

 
23

1-
8
44

5 
横

浜
市

中
区

太
田

町
2-

23
 

04
5
-2

27
-
00

2
0 

神
奈

川
県

住
宅

供
給

公
社

 
理

事
長

 
23

1-
8
51

0 
横

浜
市

中
区

日
本

大
通

33
 

04
5
-6

51
-
18

4
2 

二
宮

町
女

性
防

災
隊

 
副

隊
長

 
25

9-
0
12

3 
中

郡
二

宮
町

二
宮

96
1 

(二
宮

町
町

民
生

活
部

防
災

安
全

課
) 

04
6
3-

71
-3

3
19

 

(
特

非
)
神

奈
川

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 
理

事
長

 
22

2-
0
03

3 
横

浜
市

港
北

区
新

横
浜

2-
6-

13
 

新
横

浜
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
ビ

ル
9

階
 

09
0-

8
80

3-
24

1
7 

(
公

社
)神

奈
川

県
介

護
福

祉
士

会
 会

長
 

22
1-

0
82

5 
横

浜
市

神
奈

川
区

反
町

3-
17

-2
 

神
奈

川
県

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

5
階

 
04

5
-3

19
-6

6
87

 

女
性

防
災

ク
ラ

ブ
平

塚
パ

ワ
ー

ズ
 会

長
 

25
4-

0
06

5 
平

塚
市

南
原

2-
2-

1
1
 

04
6
3-

34
-8

8
95

 
(
特

非
)
か

な
が

わ
外

国
人

す
ま

い
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

事
務

局
長

 
23

1-
8
45

8 
横

浜
市

中
区

常
盤

町
1-

7 
横

浜
Ｙ

Ｍ
Ｃ

Ａ
2

階
 

04
5
-2

28
-1

7
52

 

(
特

非
)か

な
が

わ
女

性
会

議
 

理
事

 
24

0-
0
11

3 
三

浦
郡

葉
山

町
長

柄
16

42
-3

20
 

04
6
-8

75
-
84

3
8 

神
奈

川
大

学
 

名
誉

教
授

 
22

1-
8
68

6 
横

浜
市

神
奈

川
区

六
角

橋
3-

27
-
1 

04
5
-4

81
-
56

6
1 

横
浜

国
立

大
学

 
准

教
授

 
24

0-
8
50

1 
横

浜
市

保
土

ヶ
谷

区
常

盤
台

79
-
7 

04
5
-3

39
-
30

1
4 

神
奈

川
県

 
副

知
事

 
23

1-
8
58

8 
横

浜
市

中
区

日
本

大
通

１
 

04
5
-2

10
-
11

1
1 

副
知

事
 

副
知

事
 

国
際

文
化

観
光

局
長

 
環

境
農

政
局

長
 

く
ら

し
安

全
防

災
局

長
 

県
土

整
備

局
長

 
公

営
企

業
管

理
者

 

  

15



 

神
奈

川
県

防
災

会
議

幹
事

名
簿

 

（
令

和
６

年
11

月
20

日
現

在
）

 

機
関

の
名

称
 

職
 

郵
便

番
号

 
所

在
地

 
電

話
番

号
 

関
東

管
区

警
察

局
 

広
域

調
整

部
 

災
害

対
策

官
 

3
30

-9
7
2
6
 さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

2
-1

 
さ

い
た

ま
新

都
心

合
同

庁
舎

2
号

館
 

0
4
8
-6

0
0
-
6
00

0 

関
東

管
区

警
察

局
 

神
奈

川
県

情
報

通
信

部
 

情
報

通
信

部
長

 
23

1
-8

4
0
3
 横

浜
市

中
区

海
岸

通
2-

4 
0
4
5
-2

1
1-

1
21

2 

関
東

財
務

局
 

横
浜

財
務

事
務

所
 

総
務

課
長

 
23

1
-8

4
1
2
 横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
0
4
5
-2

2
6
-
1
72

6 

関
東

信
越

厚
生

局
 

総
務

課
長

 
3
3
0
-9

7
1
3
 さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1
-1

 
さ

い
た

ま
新

都
心

合
同

庁
舎

1
号

館
 

0
4
8
-7

4
0
-
0
70

5 

関
東

農
政

局
 

神
奈

川
県

拠
点

 
総

括
農

政
推

進
官

 
23

1
-0

0
0
3
 横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
0
4
5
-2

1
1
-
0
58

4 

関
東

森
林

管
理

局
 

東
京

神
奈

川
森

林
管

理
署

 
署

長
 

25
4
-0

0
4
6
 平

塚
市

立
野

町
38

-
2
 

0
4
6
3-

3
2-

2
86

7 

関
東

経
済

産
業

局
 

総
務

企
画

部
危

機
管

理
・

災
害

対
策

室
長

 
3
30

-9
7
1
5
 さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1
-1

 
さ

い
た

ま
新

都
心

合
同

庁
舎

1
号

館
 

0
4
8
-6

0
0
-
0
21

1 

関
東

東
北

産
業

保
安

監
督

部
 

 
管

理
課

長
 

33
0
-9

7
1
5
 さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

1
-1

 
さ

い
た

ま
新

都
心

合
同

庁
舎

１
号

館
 

0
4
8
-6

0
0
-
0
43

4 

関
東

運
輸

局
 

総
務

部
安

全
防

災
・

危
機

管
理

調
整

官
 

2
31

-8
4
3
3
 横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
0
4
5
-2

1
1
-
7
26

9 

関
東

運
輸

局
神

奈
川

運
輸

支
局

 
支

局
長

 
2
2
4
-0

0
5
3
 横

浜
市

都
筑

区
池

辺
町

35
40

番
地

 
0
4
5
-9

3
9-

6
80

0 

国
土

地
理

院
関

東
地

方
測

量
部

 
防

災
課

長
 

1
0
2
-0

0
7
4
 東

京
都

千
代

田
区

九
段

南
1
-1

-1
5
 

九
段

第
2

合
同

庁
舎

9
階

 
0
3
-
52

1
3
-
2
05

4 

東
京

空
港

事
務

所
 

空
港

安
全

部
長

 
1
4
4
-0

0
4
1
 東

京
都

大
田

区
羽

田
空

港
3
-3

-1
 

0
3
-
57

5
7-

3
02

0 

第
三

管
区

海
上

保
安

本
部

 
 

警
備

救
難

部
長

 
23

1
-8

8
1
8
 横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
0
4
5
-2

1
1
-
1
68

6 

横
浜

地
方

気
象

台
 

防
災

管
理

官
 

2
3
1
-0

8
6
2
 横

浜
市

中
区

山
手

町
9
9
 

0
4
5
-6

2
1-

1
99

9 

関
東

総
合

通
信

局
 

防
災

対
策

推
進

室
長

 
1
02

-8
7
9
5
 東

京
都

千
代

田
区

九
段

南
1
-2

-1
 

0
3
-
62

3
8-

1
79

0 

神
奈

川
労

働
局

 
総

務
企

画
官

 
2
3
1
-8

4
3
4
 横

浜
市

中
区

北
仲

通
5
-
57

 
横

浜
2

合
同

庁
舎

 
0
4
5
-2

1
1
-
7
35

0 

関
東

地
方

整
備

局
京

浜
河

川
事

務
所

 所
長

 
23

0
-0

0
5
1
 横

浜
市

鶴
見

区
鶴

見
中

央
2
-1

8-
1
 

0
4
5
-5

0
3-

4
00

0 

関
東

地
方

整
備

局
横

浜
国

道
事

務
所

 事
務

所
長

 
22

1
-0

8
5
5
 横

浜
市

神
奈

川
区

三
ツ

沢
西

町
1
3
-
2 

04
5-

2
87

-3
01

8 

関
東

地
方

環
境

事
務

所
 

総
務

課
長

 
3
3
0
-9

7
2
0
 さ

い
た

ま
市

中
央

区
新

都
心

１
－

１
さ

い
た

ま
新

都
心

合
同

庁
舎

１
号

館
6

階
04

8-
6
00

-0
51

6  

南
関

東
防

衛
局

 
企

画
部

地
方

調
整

課
長

 
2
31

-0
0
0
3
 横

浜
市

中
区

北
仲

通
5-

57
 

横
浜

第
2

合
同

庁
舎

 
0
4
5
-2

1
1
-
7
10

2 

陸
上

自
衛

隊
東

部
方

面
混

成
団

 
第

３
科

長
 

2
3
8
-0

3
1
7
 横

須
賀

市
御

幸
浜

1
-1

 
0
4
6
-8

5
6-

1
29

1 

神
奈

川
県

教
育

委
員

会
 

教
育

局
総

務
室

長
 

2
31

-8
5
0
9
 横

浜
市

中
区

日
本

大
通

33
 

0
4
5
-2

1
0-

1
11

1 

神
奈

川
県

警
察

本
部

 
警

備
部

長
 

2
3
1
-8

4
0
3
 横

浜
市

中
区

海
岸

通
2
-
4 

0
4
5
-2

1
1-

1
21

2 

神
奈

川
県

市
長

会
 

常
務

理
事

兼
事

務
局

長
 

2
31

-0
0
2
3
 横

浜
市

中
区

山
下

町
75

 
神

奈
川

自
治

会
館

内
 

0
4
5
-6

6
4
-
7
45

3 

神
奈

川
県

町
村

会
 

常
任

理
事

兼
事

務
局

長
 

2
31

-0
0
2
3
 横

浜
市

中
区

山
下

町
75

 
神

奈
川

自
治

会
館

内
 

0
4
5
-6

6
4
-
7
45

4 

神
奈

川
県

消
防

長
会

 
（

川
崎

市
消

防
局

）
 

警
防

部
長

 
 

2
10

-8
5
6
5
 川

崎
市

川
崎

区
南

町
20

-7
 

0
4
4
-2

2
3-

2
51

0 

（
公

財
）

神
奈

川
県

消
防

協
会

 
専

務
理

事
兼

事
務

局
長

 
2
31

-0
0
2
3
 横

浜
市

中
区

山
下

町
１

番
地

 
シ

ル
ク

セ
ン

タ
ー

32
5
Ｂ

号
室

 
0
4
5
-2

0
1
-
1
42

1 

日
本

郵
便

㈱
神

奈
川

郵
便

局
 

総
務

部
長

 
2
2
1
-8

7
9
9
 横

浜
市

神
奈

川
区

新
浦

島
町

2
-1

-
1
0 

0
4
5
-5

6
5
-
5
00

1 

日
本

銀
行

横
浜

支
店

 
総

務
課

長
 

2
3
1
-8

7
1
0
 横

浜
市

中
区

日
本

大
通

20
-
1 

0
4
5
-6

6
1-

8
11

4 

東
日

本
旅

客
鉄

道
㈱

横
浜

支
社

 
企

画
総

務
部

長
 

2
2
0
-0

0
2
3
 横

浜
市

西
区

平
沼

1
-4

0
-2

6 
0
4
5
-3

2
0-

2
08

8 

東
日

本
電

信
電

話
㈱

神
奈

川
事

業
部

 災
害

対
策

室
長

 
23

1
-0

0
2
3
 横

浜
市

中
区

山
下

町
1
9
8 

0
4
5
-2

1
2-

8
94

5 

東
京

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
㈱

 
神

奈
川

総
支

社
 

業
務

総
括

グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

 
2
31

-0
0
0
7
 横

浜
市

中
区

弁
天

通
1-

1 
0
4
5
-3

9
4-

1
06

6 

日
本

通
運

㈱
横

浜
支

店
 

業
務

次
長

 
2
3
1
-0

0
1
5
 横

浜
市

中
区

尾
上

町
5
-
78

 
オ

ー
ク

関
内

ビ
ル

 
0
4
5
-2

1
2
-
7
31

8 

資
料

 
1－

1－
（
5）

 

（
危

機
管

理
防

災
課

） 
機

関
の

名
称

 
職

 
郵

便
番

号
 

所
在

地
 

電
話

番
号

 

日
本

赤
十

字
社

神
奈

川
県

支
部

 
救

護
課

長
 

2
3
1
-8

5
3
6
 横

浜
市

中
区

山
下

町
7
0
-7

 
0
4
5
-6

8
1-

2
19

2 

日
本

放
送

協
会

横
浜

放
送

局
 

コ
ン

テ
ン

ツ
セ

ン
タ

ー
長

 
2
31

-8
3
2
4
 横

浜
市

中
区

山
下

町
2
8
1 

0
4
5
-2

1
2-

2
83

1 

中
日

本
高

速
道

路
㈱

東
京

支
社

 
保

全
・

ｻー
ﾋﾞ

ｽ事
業

部
長

 
1
05

-6
0
1
1
 東

京
都

港
区

虎
ノ

門
4-

3-
1 

0
3
-
57

7
6-

5
65

5 

首
都

高
速

道
路

㈱
 

防
災

対
策

課
長

 
1
00

-8
9
3
0
 東

京
都

千
代

田
区

霞
が

関
1
-4

-1
 

0
3
-
35

3
9-

9
52

8 

東
京

ガ
ス

㈱
神

奈
川

支
社

 
横

浜
支

店
副

支
店

長
 

22
0
-0

02
4 

横
浜

市
西

平
沼

5-
55

 
04

5-
3
13

-8
01

3 

京
浜

急
行

バ
ス

㈱
 

経
営

企
画

部
総

務
課

長
 

2
20

-0
0
1
1
 横

浜
市

西
区

高
島

1
-
2-

8 
0
4
5
-2

6
4-

6
88

0 

公
益

社
団

法
人

神
奈

川
県

医
師

会
 

理
事

 
2
3
1
-0

0
3
7
 横

浜
市

中
区

富
士

見
町

3-
1 

0
4
5
-2

4
1-

7
00

0 

㈱
ア

ー
ル

・
エ

フ
・

ラ
ジ

オ
日

本
 

総
務

部
ク

リ
エ

イ
ト

事
務

局
長

 
2
31

-8
6
1
1
 横

浜
市

中
区

長
者

町
5-

85
 

0
4
5
-2

3
1-

1
53

1 

㈱
神

奈
川

新
聞

社
 

総
務

局
次

長
兼

総
務

部
長

 
2
31

-8
4
4
5
 横

浜
市

中
区

太
田

町
2
-
23

 
0
4
5
-2

2
7-

0
02

0 

神
奈

川
県

住
宅

供
給

公
社

 
総

務
広

報
課

長
 

2
31

-8
5
1
0
 横

浜
市

中
区

日
本

大
通

33
 

0
4
5
-6

5
1-

1
84

2 

二
宮

町
女

性
防

災
隊

 
隊

長
 

2
5
9
-0

1
2
3
 中

郡
二

宮
町

二
宮

9
61

 
(
二

宮
町

町
民

生
活

部
防

災
安

全
課

)
 

0
4
6
3-

7
1
-
3
31

9 

(
特

非
)神

奈
川

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 
副

理
事

長
 

2
2
2
-0

0
3
3
 横

浜
市

港
北

区
新

横
浜

2-
6-

13
 

新
横

浜
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
ビ

ル
9

階
 

0
9
0
-8

8
0
3-

24
1
7 

(
公

社
)
神

奈
川

県
介

護
福

祉
士

会
 

理
事

 
2
2
1
-0

8
2
5
 横

浜
市

神
奈

川
区

反
町

3-
1
7-

2 
神

奈
川

県
社

会
福

祉
セ

ン
タ

ー
5

階
 

0
4
5
-3

1
9
-
6
68

7 

女
性

防
災

ク
ラ

ブ
平

塚
パ

ワ
ー

ズ
 

副
会

長
 

2
5
4
-0

0
6
5
 平

塚
市

南
原

2
-
2-

1
1
 

0
4
6
3-

5
8-

3
17

8 

(
特

非
)か

な
が

わ
外

国
人

す
ま

い
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

理
事

長
 

2
3
1
-8

4
5
8
 横

浜
市

中
区

常
盤

町
1-

7
 

横
浜

Ｙ
Ｍ

Ｃ
Ａ

2
階

 
0
4
5
-2

2
8
-
1
75

2 

神
奈

川
県

 
政

策
局

副
局

長
兼

総
務

室
長

 
2
31

-8
5
8
8
 横

浜
市

中
区

日
本

大
通

1 
0
4
5
-2

1
0-

1
11

1 

総
務

局
副

局
長

兼
総

務
室

長
 

総
務

局
財

政
部

財
政

課
長

 

く
ら

し
安

全
防

災
局

副
局

長
兼

総
務

室
長 

く
ら

し
安全

防
災局

危
機

管
理

担当
部

長 

く
ら

し
安

全
防

災
局

防
災

部
長 

くら
し安

全防
災局

防災
部危

機管
理防

災課
長 

くら
し安

全防
災局

防災
部危

機管
理防

災課
応急

対策
担当

課長
 

くら
し安

全防
災局

防災
部消

防保
安課

長 

くら
し安

全防
災局

防災
部工

業保
安担

当課
長 

国
際

文
化

観
光

局
副

局
長

兼
総

務
室

長 

ス
ポ

ー
ツ

局
副

局
長

兼
総

務
室

長
 

環
境

農
政

局
副

局
長

兼
総

務
室

長
 

福
祉

子
ど

も
み

ら
い

局
総

務
室

長 

健
康

医
療

局
総

務
室

長
 

産
業

労
働

局
副

局
長

兼
総

務
室

長
 

県
土

整
備

局
副

局
長

兼
総

務
室

長
 

県
土

整
備

局
道

路
部

道
路

管
理

課
長
 

県
土

整
備

局
河

川
下

水
道

部
河

川
課

長 

県土
整備

局副
局河

川下
水道

部砂
防海

岸課
長 

会
計

局
副

局
長

兼
会

計
課

長
 

企
業

局
副

局
長

兼
総

務
室

長
 

企
業

局
水

道
部

計
画

課
長

 

横
須

賀
三

浦
地

域
県

政
総

合
セ

ン
タ

ー
副

所
長

兼
総

務
部

長
 

2
38

-0
0
0
6
 横

須
賀

市
日

の
出

町
2-

9-
1
9 

0
4
6
-8

2
3-

0
21

0 

県
央

地
域

県
政

総
合

セ
ン

タ
ー

副
所

長
兼

総
務

部
長

 
2
43

-0
0
0
4
 厚

木
市

水
引

2
-
3-

1
 

0
4
6
-2

2
4-

1
11

1 

湘
南

地
域

県
政

総
合

セ
ン

タ
ー

副
所

長
兼

総
務

部
長

 
2
54

-0
0
7
3
 平

塚
市

西
八

幡
1-

3
-
1 

0
4
6
3-

2
2-

2
71

1 

県
西

地
域

県
政

総
合

セ
ン

タ
ー

副
所

長
兼

総
務

部
長

 
2
50

-0
0
4
2
 小

田
原

市
荻

窪
35

0
-
1 

0
4
6
5-

3
2-

8
00

0 

県
西

地
域

県
政

総
合

セ
ン

タ
ー

副
所

長
 

2
58

-0
0
2
1
 足

柄
上

郡
開

成
町

吉
田

島
2
48

9-
2
 

0
4
6
5-

8
3-

5
11

1 
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資
料

 1
－

1－
(6

) 
 

（
危

機
管

理
防

災
課

）
 

  

  

神
奈

川
県

地
震

災
害

対
策

推
進

条
例

 

  

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

地
震

災
害

か
ら

県
民

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

を
守

る
こ

と
が

極
め

て
重

要
で

あ
る

こ
と

に

鑑
み

、
こ

れ
に

必
要

な
地

震
災

害
対

策
に

つ
い

て
、

基
本

理
念

を
定

め
、

並
び

に
県

、
県

民
及

び
事

業
者

の
責

務
を

明
ら

か
に

す
る

と
と

も
に

、
県

、
県

民
及

び
事

業
者

が
実

施
す

る
地

震
災

害
対

策
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
地

震
災

害
対

策
の

総
合

的
な

推
進

を
図

り
、

も
っ

て
全

て
の

県
民

が
安

全
で

安
心

し
て

暮
ら

す
こ

と
が

で
き

る
社

会
の

実
現

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
１

)
 

地
震

災
害

 
地

震
動

に
よ

り
直

接
に

生
ず

る
被

害
及

び
こ

れ
に

伴
い

発
生

す
る

津
波

、
火

事
、

爆
発

そ
の

他

の
異

常
な

現
象

に
よ

り
生

ず
る

被
害

を
い

う
。

 

(
２

)
 

地
震

防
災

 
地

震
災

害
を

未
然

に
防

止
し

、
地

震
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

被
害

の
拡

大
を

防
ぎ

、

並
び

に
地

震
災

害
か

ら
の

復
旧

及
び

復
興

を
図

る
こ

と
を

い
う

。
 

(
３

)
 

地
震

災
害

対
策

 
地

震
防

災
の

た
め

の
取

組
を

い
う

。
 

(
４

)
 

防
災

関
係

機
関

 
公

共
機

関
（

電
気

、
ガ

ス
、

輸
送

、
通

信
、

放
送

事
業

そ
の

他
の

公
益

的
事

業
を

営
む

法

人
を

い
う

。
）

及
び

公
共

的
団

体
並

び
に

医
療

施
設

、
社

会
福

祉
施

設
そ

の
他

の
防

災
上

重
要

な
施

設
の

管
理

者

を
い

う
。

 

（
基

本
理

念
）

 

第
３

条
 

地
震

災
害

対
策

は
、

県
民

の
生

命
を

守
る

こ
と

を
最

も
優

先
す

る
と

と
も

に
、

地
震

災
害

を
防

止
し

、
又

は

で
き

る
限

り
軽

減
す

る
減

災
を

旨
と

し
て

実
施

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

地
震

災
害

対
策

は
、

県
民

及
び

事
業

者
が

自
ら

の
安

全
を

自
ら

で
守

る
自

助
、

県
民

、
事

業
者

等
が

連
携

し
、

及

び
協

力
し

て
助

け
合

う
共

助
並

び
に

県
、

市
町

村
、

国
等

が
行

う
公

助
を

基
本

と
し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
主

体
が

、
自

ら
の

役
割

を
果

た
す

と
と

も
に

、
協

働
し

て
取

り
組

む
も

の
と

す
る

。
 

３
 

地
震

災
害

対
策

は
、

本
県

に
お

け
る

海
、

山
等

の
自

然
的

条
件

及
び

人
口

の
集

積
、

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

の
立

地

等
の

社
会

的
条

件
を

考
慮

し
、

実
施

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

地
震

災
害

対
策

は
、

男
女

双
方

、
災

害
時

要
援

護
者

（
高

齢
者

、
障

害
者

、
乳

幼
児

、
妊

婦
、

外
国

人
そ

の
他

の

地
震

災
害

が
発

生
し

た
時

（
以

下
「

地
震

災
害

発
生

時
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
特

に
援

護
を

要
す

る
者

を
い

う
。

）
、

旅
行

者
等

の
多

様
な

主
体

の
視

点
に

立
っ

て
、

実
施

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
県

の
責

務
）

 

第
４

条
 

県
は

、
地

震
災

害
か

ら
県

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
を

守
る

た
め

、
前

条
に

定
め

る
基

本
理

念
（

以
下

「
基

本
理

念
」

と
い

う
。

）
に

の
っ

と
り

、
地

震
災

害
対

策
に

関
す

る
神

奈
川

県
地

域
防

災
計

画
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
進

捗
状

況
を

管
理

し
、

地
震

災
害

対
策

を
総

合
的

か
つ

計
画

的
に

推
進

す
る

責
務

を
有

す
る

。
 

２
 

県
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

必
要

な
事

務
及

び
事

業
を

継
続

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
必

要
な

計
画

を

作
成

し
、

体
制

を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

県
は

、
地

震
に

関
す

る
観

測
、

調
査

及
び

研
究

を
行

い
、

そ
の

成
果

を
地

震
災

害
対

策
に

反
映

さ
せ

る
も

の
と

す

る
。

 

４
 

県
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

迅
速

か
つ

適
切

な
災

害
応

急
対

策
が

実
施

で
き

る
よ

う
、

地
震

に
関

す
る

情

報
の

収
集

及
び

当
該

情
報

の
県

民
等

へ
の

提
供

の
た

め
の

体
制

を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
県

民
の

責
務

）
 

第
５

条
 

県
民

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と

り
、

自
ら

地
震

災
害

対
策

を
実

施
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

県
民

は
、

地
域

に
お

け
る

地
震

防
災

に
関

す
る

活
動

（
以

下
「

地
震

防
災

活
動

」
と

い
う

。
）

が
円

滑
に

行
わ

れ

る
よ

う
、

相
互

に
連

携
し

、
及

び
協

力
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

県
民

は
、

県
、

市
町

村
、

国
及

び
防

災
関

係
機

関
が

そ
の

役
割

分
担

又
は

相
互

の
連

携
に

基
づ

き
実

施
す

る
地

震

災
害

対
策

並
び

に
自

主
防

災
組

織
（

住
民

の
隣

保
協

同
の

精
神

に
基

づ
く

自
発

的
な

防
災

組
織

を
い

う
。

以
下

同

 
 

 

 

じ
。

）
及

び
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
（

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

を
行

う
組

織
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

行
う

地
震

防
災

活
動

に
協

力
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
事

業
者

の
責

務
）

 

第
６

条
 

事
業

者
は

、
基

本
理

念
に

の
っ

と
り

、
従

業
員

、
事

業
所

へ
の

来
所

者
等

（
以

下
「

従
業

員
等

」
と

い

う
。

）
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
の

地
震

災
害

対
策

及
び

事
業

所
が

所
在

す
る

地
域

の
住

民
（

以
下

「
地

域
住

民
」

と
い

う
。

）
の

安
全

に
配

慮
し

た
地

震
災

害
対

策
を

実
施

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

者
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

で
き

る
限

り
事

業
を

継
続

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
必

要
な

体
制

を

整
備

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

事
業

者
は

、
県

、
市

町
村

、
国

及
び

防
災

関
係

機
関

が
そ

の
役

割
分

担
又

は
相

互
の

連
携

に
基

づ
き

実
施

す
る

地

震
災

害
対

策
並

び
に

自
主

防
災

組
織

及
び

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

が
行

う
地

震
防

災
活

動
に

協
力

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
市

町
村

、
国

等
と

の
連

携
）

 

第
７

条
 

県
は

、
地

震
災

害
対

策
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
市

町
村

と
の

緊
密

な
連

携
協

力
体

制
を

整
備

す
る

も
の

と

し
、

ま
た

、
市

町
村

が
実

施
す

る
地

震
災

害
対

策
に

つ
い

て
、

必
要

な
支

援
を

行
う

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

県
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

迅
速

か
つ

円
滑

に
市

町
村

間
の

相
互

の
応

援
活

動
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
市

町

村
と

連
携

し
て

、
必

要
な

体
制

を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

県
は

、
地

震
災

害
対

策
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
国

と
の

緊
密

な
連

携
協

力
体

制
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

県
は

、
地

震
災

害
対

策
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
防

災
関

係
機

関
、

県
民

、
事

業
者

、
自

主
防

災
組

織
及

び
ボ

ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

と
の

連
携

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

５
 

県
は

、
他

の
都

道
府

県
等

か
ら

の
災

害
応

急
対

策
並

び
に

復
旧

及
び

復
興

に
関

す
る

応
援

活
動

が
円

滑
に

行
わ

れ

る
よ

う
、

他
の

都
道

府
県

等
と

の
連

携
体

制
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
財

政
上

の
措

置
）

 

第
８

条
 

県
は

、
地

震
災

害
対

策
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
な

財
政

上
の

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
地

震
防

災
に

配
慮

し
た

ま
ち

づ
く

り
の

推
進

）
 

第
９

条
 

県
は

、
地

震
防

災
に

配
慮

し
た

ま
ち

づ
く

り
を

推
進

す
る

た
め

、
市

町
村

、
国

、
防

災
関

係
機

関
等

と
連

携

し
、

計
画

的
な

土
地

利
用

、
市

街
地

、
道

路
、

河
川

、
港

湾
、

都
市

公
園

等
の

整
備

、
建

築
物

の
耐

震
性

の
向

上
そ

の
他

の
必

要
な

対
策

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

県
民

は
、

地
震

に
備

え
、

家
屋

の
耐

震
性

の
向

上
、

家
具

の
転

倒
防

止
そ

の
他

の
建

築
物

等
の

安
全

上
必

要
な

措

置
を

講
ず

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

事
業

者
は

、
地

震
に

備
え

、
事

業
所

の
施

設
及

び
設

備
の

耐
震

性
の

向
上

そ
の

他
の

建
築

物
等

の
安

全
上

必
要

な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
地

震
防

災
に

関
す

る
知

識
の

普
及

等
）

 

第
1
0
条

 
県

は
、

県
民

が
地

震
に

備
え

適
切

な
地

震
災

害
対

策
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
市

町
村

、
自

主
防

災
組

織
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

等
と

連
携

し
て

、
地

震
防

災
に

関
す

る
知

識
の

普
及

及
び

意
識

の
向

上
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

県
は

、
県

民
が

地
域

の
地

震
災

害
の

危
険

の
度

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

地
震

災
害

に
関

す
る

調
査

等

に
基

づ
く

危
険

を
回

避
す

る
た

め
の

情
報

を
、

多
様

な
手

段
を

活
用

し
て

分
か

り
や

す
く

県
民

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

県
は

、
学

校
に

お
い

て
、

児
童

、
生

徒
等

が
地

震
防

災
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
と

と
も

に
、

地
震

災
害

発
生

時

に
お

い
て

適
切

に
行

動
す

る
力

を
身

に
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
市

町
村

等
と

連
携

し
、

地
震

防
災

に
関

す
る

教
育

を
推

進
す

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

県
民

は
、

地
震

に
備

え
、

地
震

防
災

に
関

す
る

知
識

の
習

得
及

び
普

及
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

５
 

事
業

者
は

、
地

震
に

備
え

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

従
業

員
の

と
る

べ
き

行
動

を
明

確
に

し
、

及
び

そ
の

内

容
を

習
得

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
物

資
の

備
蓄

等
）

 

第
1
1
条

 
県

は
、

広
域

的
な

応
援

活
動

に
必

要
な

資
機

材
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村

、
国

、
防

災
関

係
機

関
等

と
連

携
し

、
食

料
、

飲
料

水
、

生
活

必
需

物
資

等
を

供
給

す
る

た
め

の
体

制
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

県
民

は
、

地
震

に
備

え
、

食
料

、
飲

料
水

等
を

備
蓄

し
、

及
び

地
震

災
害

発
生

時
に

お
い

て
持

ち
出

す
物

品
を

準

備
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

事
業

者
は

、
地

震
に

備
え

、
食

料
、

飲
料

水
等

を
備

蓄
し

、
及

び
消

火
、

救
助

、
応

急
手

当
そ

の
他

の
地

震
防

災

17



 
 

 

 

活
動

に
必

要
な

資
機

材
を

整
備

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
自

主
防

災
組

織
及

び
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
が

行
う

地
震

防
災

活
動

の
充

実
）

 

第
1
2
条

 
県

は
、

自
主

防
災

組
織

及
び

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

が
行

う
地

震
防

災
活

動
が

効
果

的
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
市

町
村

等
と

連
携

し
て

、
人

材
の

育
成

、
地

震
防

災
活

動
に

関
す

る
情

報
の

提
供

そ
の

他
の

必
要

な
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
を

円
滑

に
受

け
入

れ
る

た
め

の
体

制
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

県
民

は
、

地
震

に
備

え
、

自
主

防
災

組
織

及
び

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

が
行

う
地

震
防

災
活

動
に

積
極

的
に

参
加

す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

事
業

者
は

、
地

震
に

備
え

、
地

域
住

民
、

自
主

防
災

組
織

及
び

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

と
連

携
し

て
、

地
域

に
お

け

る
地

震
防

災
活

動
に

参
加

す
る

た
め

の
体

制
を

整
備

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
防

災
訓

練
の

実
施

等
）

 

第
1
3
条

 
県

は
、

市
町

村
、

国
、

防
災

関
係

機
関

、
自

主
防

災
組

織
等

と
連

携
し

て
、

地
域

の
特

性
に

応
じ

た
多

様
か

つ
実

践
的

な
防

災
訓

練
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

県
民

は
、

地
震

に
備

え
、

県
、

市
町

村
、

国
、

自
主

防
災

組
織

等
が

実
施

す
る

防
災

訓
練

に
積

極
的

に
参

加
す

る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

事
業

者
は

、
地

震
に

備
え

、
防

災
訓

練
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
県

、
市

町
村

、
国

、
自

主
防

災
組

織
等

が
実

施

す
る

防
災

訓
練

に
積

極
的

に
参

加
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
避

難
対

策
の

実
施

）
 

第
1
4
条

 
県

は
、

県
民

が
建

築
物

の
倒

壊
、

火
事

等
か

ら
迅

速
か

つ
的

確
に

避
難

で
き

る
よ

う
、

市
町

村
、

国
等

と
連

携
し

、
地

震
に

関
す

る
情

報
の

提
供

体
制

の
整

備
、

避
難

路
及

び
避

難
場

所
の

確
保

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

県
民

は
、

地
震

に
備

え
、

避
難

路
、

避
難

場
所

、
家

族
等

と
の

連
絡

方
法

そ
の

他
地

震
災

害
発

生
時

に
と

る
べ

き

行
動

を
確

認
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

県
民

は
、

地
震

災
害

発
生

時
に

お
い

て
、

地
震

に
関

す
る

情
報

に
留

意
し

、
自

ら
必

要
と

判
断

し
た

と
き

又
は

避

難
の

指
示

等
が

あ
っ

た
と

き
は

、
状

況
に

応
じ

て
的

確
に

避
難

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

事
業

者
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

、
地

震
に

関
す

る
情

報
に

留
意

し
、

従
業

員
等

の
安

全
を

確
保

す
る

た

め
の

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
地

域
住

民
、

自
主

防
災

組
織

等
と

連
携

し
、

従
業

員
等

に
地

震
に

関
す

る
情

報
を

提
供

し
、

及
び

従
業

員
等

を
的

確
に

避
難

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
津

波
対

策
の

実
施

）
 

第
1
5
条

 
県

は
、

津
波

に
よ

る
災

害
の

発
生

の
お

そ
れ

が
あ

る
沿

岸
地

域
（

以
下

「
沿

岸
地

域
」

と
い

う
。

）
の

県
民

が
津

波
か

ら
迅

速
か

つ
的

確
に

避
難

で
き

る
よ

う
、

市
町

村
等

と
連

携
し

、
堤

防
そ

の
他

の
海

岸
保

全
施

設
等

の
整

備
、

津
波

避
難

施
設

の
確

保
及

び
防

災
無

線
、

旗
そ

の
他

の
津

波
か

ら
の

避
難

を
促

す
多

様
な

情
報

提
供

の
手

段
の

確
保

又
は

普
及

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

沿
岸

地
域

の
県

民
は

、
強

い
揺

れ
又

は
長

い
揺

れ
の

地
震

が
発

生
し

た
と

き
は

、
津

波
に

よ
る

浸
水

の
お

そ
れ

が

な
い

場
所

ま
で

、
自

ら
迅

速
に

避
難

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

沿
岸

地
域

の
事

業
者

は
、

強
い

揺
れ

又
は

長
い

揺
れ

の
地

震
が

発
生

し
た

と
き

は
、

津
波

に
よ

る
浸

水
の

お
そ

れ

が
な

い
場

所
ま

で
、

従
業

員
等

を
迅

速
に

避
難

さ
せ

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
災

害
応

急
対

策
の

実
施

）
 

第
1
6
条

 
県

は
、

地
震

災
害

発
生

時
に

お
い

て
、

市
町

村
、

国
、

防
災

関
係

機
関

等
と

連
携

し
、

救
助

、
医

療
そ

の
他

の
災

害
応

急
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

体
制

を
速

や
か

に
確

立
し

、
当

該
災

害
応

急
対

策
を

的
確

に
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

県
民

は
、

地
震

災
害

発
生

時
に

お
い

て
、

自
ら

の
安

全
に

留
意

し
つ

つ
、

地
域

に
お

い
て

相
互

に
連

携
し

、
及

び

協
力

し
て

初
期

消
火

、
救

助
、

応
急

手
当

そ
の

他
の

地
震

防
災

活
動

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

事
業

者
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

、
従

業
員

等
の

安
全

に
留

意
し

つ
つ

、
地

域
住

民
、

自
主

防
災

組
織

等

と
連

携
し

、
初

期
消

火
、

救
助

、
応

急
手

当
そ

の
他

の
地

震
防

災
活

動
を

行
う

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
帰

宅
困

難
者

対
策

の
実

施
）

 

第
1
7
条

 
県

は
、

地
震

災
害

の
発

生
に

伴
い

帰
宅

困
難

者
（

長
時

間
に

わ
た

る
交

通
機

関
の

運
行

の
停

止
等

に
よ

り
、

容
易

に
帰

宅
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

一
斉

に
帰

宅
す

る
こ

と
（

以
下

「
一

斉
帰

宅
」

と
い

う
。

）
又

は
駅

周
辺

で
滞

留
す

る
こ

と
に

よ
る

混
乱

及
び

事
故

の
発

生
等

（
以

下
「

帰
宅

困
難

者
に

よ
る

混
乱

の
発

生
等

」
と

い
う

。
）

を
防

止
す

る
た

め
、

市
町

村
等

と
連

携
し

、
一

斉
帰

宅
の

抑
制

に
関

す
る

周
知

、
帰

宅
困

難
者

を
一

時
的

に
受

け
入

れ
る

施
設

の
確

保
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 

 

２
 

県
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

、
帰

宅
困

難
者

に
よ

る
混

乱
の

発
生

等
を

防
止

し
、

又
は

徒
歩

に
よ

り
帰

宅

す
る

者
を

支
援

す
る

た
め

、
市

町
村

、
防

災
関

係
機

関
等

と
連

携
し

、
帰

宅
困

難
者

等
に

対
し

、
地

震
及

び
交

通
に

関
す

る
適

切
な

情
報

提
供

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

県
民

は
、

地
震

災
害

発
生

時
に

お
い

て
、

帰
宅

困
難

者
に

よ
る

混
乱

の
発

生
等

を
防

止
す

る
た

め
、

自
ら

の
安

全

を
確

保
し

た
上

で
、

む
や

み
に

移
動

を
開

始
し

な
い

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

事
業

者
は

、
地

震
災

害
発

生
時

に
お

い
て

、
帰

宅
困

難
者

に
よ

る
混

乱
の

発
生

等
を

防
止

す
る

た
め

、
事

業
所

の

施
設

等
の

安
全

及
び

周
囲

の
状

況
を

確
認

の
上

、
従

業
員

等
に

対
す

る
当

該
施

設
内

で
の

待
機

の
指

示
そ

の
他

の
従

業
員

等
の

一
斉

帰
宅

の
抑

制
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
復

旧
及

び
復

興
）

 

第
1
8
条

 
県

は
、

地
震

災
害

か
ら

の
迅

速
な

復
旧

及
び

復
興

を
図

る
た

め
、

必
要

な
手

順
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く

も
の

と
す

る
。

 

２
 

県
は

、
地

震
災

害
か

ら
の

迅
速

な
復

旧
及

び
復

興
を

図
る

た
め

、
市

町
村

、
国

、
防

災
関

係
機

関
等

と
連

携
し

、

こ
れ

ら
に

必
要

な
体

制
を

速
や

か
に

確
立

し
、

及
び

対
策

を
的

確
に

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

県
民

は
、

地
震

災
害

か
ら

の
迅

速
な

復
旧

及
び

復
興

を
図

る
た

め
、

相
互

に
助

け
合

い
、

自
ら

の
生

活
の

再
建

に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

事
業

者
は

、
地

震
災

害
か

ら
の

迅
速

な
復

旧
及

び
復

興
を

図
る

た
め

、
事

業
の

継
続

又
は

事
業

の
速

や
か

な
再

開

に
よ

り
雇

用
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
地

域
経

済
の

復
興

に
貢

献
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

附
 

則
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

2
5
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

知
事

は
、

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
か

ら
起

算
し

て
５

年
を

経
過

す
る

ご
と

に
、

こ
の

条
例

の
施

行
の

状
況

に
つ

い

て
検

討
を

加
え

、
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

知
事

は
、

県
内

外
に

お
い

て
大

規
模

な
地

震
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
そ

の

地
震

災
害

か
ら

得
ら

れ
た

知
見

等
を

踏
ま

え
、

こ
の

条
例

の
施

行
の

状
況

に
つ

い
て

検
討

を
加

え
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

18


